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要  旨 

 

学校給食センター再整備事業において進めてきたＰＦＩ導入可能性

調査及び調整会議の検討結果を踏まえ、本事業においてＰＦＩ手法を

導入して実施する判断といたしたく、審議をお願いするものです。 

              記 

■事業目的 

本事業は、安全安心な学校給食を、安定的に提供するため、老朽化

した第３学校給食センターに代わる９，０００食／日の調理能力を備

えた新たな学校給食センターを、現在廃場となっている第２学校給食

センターの土地を活用し整備するものです。この整備手法については、

民間活力を活用し、既存施設の解体～設計・建設（約２年）～維持管

理・運営（１５年）を行います。 

 

■これまでの経緯と検討結果 

 本事業を進めるにあたり、施設整備・運営等について、「所沢市ＰＦ

Ｉ導入ガイドライン（平成２９年３月策定）」に従い、検討してまいり

ました。 

この度、ＰＦＩ導入可能性調査の調査報告を受け、４月１７日（火）

に関係部署による調整会議を実施し、ＰＦＩ手法を導入することによ

る効果を総合的に検討した結果、本事業におけるＰＦＩ手法の導入は、

効率的・効果的な手法であるとの結論を得ました。 

 

■ＰＦＩ手法の主な効果 

 ・財政負担の軽減と割賦払いによる事業費用の平準化 

 ・一括発注・長期契約（解体～施工・運営で約１７年）による、事

業者独自の創意工夫やノウハウの発揮、効率的かつ効果的な運営

環境の創出 

 ・設計・監理業務、維持管理・運営等に関する事務及び臨時職員の

労務管理等の事務の負担軽減と業務の効率化 
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※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３２部提出してください。   

※ 発議書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 


